
【協議事項４】

全医療機関における具体的対応方針の策定について

１ これまでの取組

⑴ 公立病院，公的医療機関等2025プラン対象医療機関について

対象医療機関：鹿児島医療センター，済生会鹿児島病院，鹿児島市医師会病院，

南風病院，鹿児島厚生連病院，鹿児島赤十字病院，

鹿児島大学病院，鹿児島市立病院，いまきいれ総合病院

H30.2.7「地域医療構想の進め方について」

都道府県は，毎年度，地域医療構想調整会議において合意した具体的対応

方針※を取りまとめる。

公立病院，公的医療機関等は，「新公立病院改革プラン」「公的医療機関

等2025プラン」を策定し，平成29年度中に協議する。

その他の医療機関のうち，担うべき役割を大きく変更する病院などは，今

後の事業計画を策定し，速やかに協議する。

上記以外の医療機関は，遅くとも平成30年度末までに協議する。

※ 具体的対応方針には，以下の内容を含む。

・ 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割

・ 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数等

H31.2.19 第８回鹿児島保健医療圏地域医療構想調整会議

公立病院は新公立病院改革プラン及び2025年に向けた具体的な計画，公的

医療機関等2025プラン対象医療機関は公的医療機関等2025プランについて合

意を得た。
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⑵ 公的医療機関等2025プラン対象医療機関のうち，再検証対象医療機関について

対象医療機関：済生会鹿児島病院，鹿児島市医師会病院，

鹿児島厚生連病院，鹿児島赤十字病院

R2.1.17「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証について」

公立・公的医療機関等の高度急性期・急性期機能に着目した診療実績デー

タの分析を国が行い，一定の要件に合致した公立・公的医療機関等に対し，

具体的対応方針について改めて調整会議で協議し合意を得る。

R2.8.31「具体的対応方針の再検証の期限について」

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ，「2019年度中（再編統合を

行う場合は2020年秋頃まで）」とされた再検証等の期限を含め，国において

改めて整理する。

R2.10.12 第12回鹿児島保健医療圏地域医療構想調整会議

再検証対象医療機関４か所の具体的対応方針の再検証結果について，いずれ

も現時点では概ね妥当と認められる。

最終的な協議結果とはせず，今後，国から期限や進め方について示された後

に，それらを踏まえて協議する。

２ 今後の進め方

R4.3.24「地域医療構想の進め方について」

2022年度及び2023年度において，公立・公的・民間医療機関における具体的

対応方針の策定や検証・見直しを行うこととする。

このうち公立病院については，病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具

体的対応方針として策定した上で，地域医療構想調整会議において協議する。

R5.5.30「地域医療構想における具体的対応方針の策定について」

管内の病院及び有床診療所に対し，「具体的対応方針」の策定及び提出を

依頼。

（対象医療機関：186か所，7/24時点回答数：170か所（回答率：約91.4％））
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＜今後のスケジュール（案）＞

① 各医療機関が策定した「具体的対応方針」について，各専門部会において

協議する。

（書面開催）各医療機関の計画について，妥当かどうか。

出席及び説明を求める医療機関があるか。

（対面開催）上記医療機関による説明，委員間協議

※ 再検証対象医療機関については高度急性期及び急性期専門部会，その他

の医療機関については，病床数が最も多い医療機能に対応する専門部会で

協議する。

【第７回鹿児島保健医療圏地域医療構想調整会議（H30.11）協議結果】

※ 休棟中の医療機関については，再開後の医療機能が決まっている場合は

再開後の医療機能の専門部会，未定の場合は休棟前の医療機能の専門部会

で協議することとしたい。

② 各専門部会において「協議済み」のものを部会長等会議及び調整会議で協議

し，合意を得る。

＜イメージ図＞

３ 第11回部会長等会議（R5.7.4）

【 協議結果 】

今後のスケジュール（案）について承認。

９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

専門部会

調整会議
第21回

調整会議

第22回

調整会議

書面開催

→対面開催

書面開催

→対面開催

合意済み

（○医療機関／186医療機関）

合意済み

（186医療機関／186医療機関）
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